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令和３年度 市民税・県民税申告の手引き 
市税につきましては、日頃よりご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、今年も所得の申告時期を迎えました。申告期限は3 月15 日（月）です。 

申告書の提出先は、各区役所（市税事務所）です。期間中は特設の会場を設けておりますが、各会場とも混雑が予想されますので、ご理

解・ご協力くださいますようお願いいたします。また、できるだけ郵送にて下記の郵送先へご提出いただきますようお願いいたします。 
 

申告が必要な方 

令和３年１月１日現在、岡山市に住所があり、下記のいずれにも該当しない方は、市民税・県民税の申告が必要です。 

●給与所得のみで、勤務先から岡山市に給与支払報告書が提出されている方  

●公的年金等の所得のみの方 

●給与及び公的年金等の所得があり、その他の所得がない方 

●前年中の合計所得金額が次の金額である方 

・同一生計配偶者及び扶養親族のない方・・・45 万円以内の方 

・同一生計配偶者又は扶養親族のある方・・・35 万円×（１＋同一生計配偶者＋扶養親族の数）＋31 万円以内の方 

●所得税の確定申告をされた方  

ただし、上場株式等の譲渡または配当等に係る所得について、所得税と異なる課税方式を選択される場合は、申告が必要です。 

課税の特例の適用について 

○市民税・県民税において次の課税の特例の適用を受けるには、令和 3 年 3 月 15 日まで（又は令和 3 年度の市民税・県民税納税通

知書が送達されるときまで）に、これらの特例を適用する旨を記載した所得税の確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出する必要

がありますので、ご注意ください。 

・特定配当等に係る所得又は特定株式等譲渡所得金額に係る所得における課税方式（総合課税・申告分離）の選択 

・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 

・居住用財産の買換え等の場合又は特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 

・事業専従者控除（市民税・県民税の申告義務がある場合） 

※上記以外にも課税の特例で、適用を受けるための申告期限が設けられているものもあります。 

 

申告の際に必要なもの 
申告の際には、市民税・県民税申告書の他に次のものが必要です。 

● 申告する方の個人番号及び身元確認ができるもの（代理の場合は、代理人の方の身元確認ができるもの等） 

申告する方の個人番号が確認できるものと身元確認ができる書類等が必要となります。 

別紙「マイナンバーの記載について」をご覧の上、必要な書類をご持参ください。 

●令和 2 年中の所得の内容が分かるもの（事業所得、不動産所得がある方は収支内訳書をご提出ください。） 

（給与や年金の源泉徴収票、個人年金や生命保険の満期等の明細書、事業・不動産等の収支明細など） 

※事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方を対象に、記帳・帳簿等の保存制度が開始されています。 

 帳簿等の提出は必要ありませんが、窓口等で帳簿等の提示を求める場合があります。 

● 印判（認め可） 

● 各種控除を受けるための書類 

各種控除を受けるためには、その控除に係る金額を前年中に実際に支払ったことが分かる書類（控除証明書など）が必要になります。 

必要となる書類がない場合、所得から控除することができません。（詳細については、３ページ～４ページをご参照ください。） 

～ 源泉徴収票や各種控除の証明書を紛失された方は、発行元に再発行を依頼してください ～ 

申告書を郵送する方は、必要な書類も申告書に同封してください。 

控えに受付印が必要な方は、切手を貼った返信用封筒とともに記入済みの申告書の控えも同封してください。 

 

申告についての郵送先及びお問い合わせ、ご相談は 
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目２番３号 岡山市北区市税事務所 市民税係 TEL（086）803-1176、1177 

〒703-8544 岡山市中区浜三丁目７番１５号 岡山市中区市税事務所 市民税係 TEL（086）901-1609 

〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目２番４号 岡山市東区市税事務所 市民税係 TEL（086）944-5011 

〒702-8544 岡山市南区浦安南町４９５番地５ 岡山市南区市税事務所 市民税係 TEL（086）902-3511 

 

 

 

源泉徴収票に記載された所得控除の内容

を変更したり、令和 2 年中に支払った医

療費、国民健康保険料、生命保険料や地震

保険料等の各種控除を加えて申告したり

することで税額が下がる場合があります。 
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 収入金額／所得金額の種類 
収入（所得）金額等の内容については、下記をご覧の上、ご記入ください。 

● 収入金額・・・・・前年中に収入を得ることが確定した金額。例えば、売掛金や未収家賃なども収入金額になります。 

           ※給与・配当・原稿料・印税・外交員報酬などは手取額ではなく、所得税などが差し引かれる前の金額です。 

● 必要経費・・・・・前年中に収入を得るために支出した費用。実際に支払った経費だけでなく、未払い経費も含め、販売した製品の原

価、公租公課、雇人費、地代、家賃、借入金の利子、修繕費、減価償却費、営業用に消費した光熱水費等 

● 所得金額・・・・・収入金額からそれぞれの必要経費を差し引いた金額 

◎ 総所得金額等・・・損失の繰越控除後の総所得金額（申告書⑫の金額）、株式等の譲渡所得等の金額、申告分離課税を選択した上場株式

等の配当所得の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、山林

所得金額、退職所得金額（分離課税分を除きます。）の合計額 

◎ 合計所得金額・・・上記の総所得金額等の説明文の「損失の繰越控除後」を「損失の繰越控除前」と読み替えたもの 

 
○分離課税の所得、給与所得者の特定支出控除に該当がある場合は、各区市税事務所 市民税係へお尋ねください。 
○家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計等の検針人については、計算の特例があります。 
 

●給与所得金額の速算表 

 

●公的年金等に係る雑所得金額の速算表 

 

ア・① 営業等

イ・② 農業

ウ・③

エ・④

オ・⑤

カ・⑥

キ・⑦
公的

年金等

ク・⑧ 業務

ケ・⑨ その他

コ～サ

・⑪

土地建物、株式以外の資産（営業権、車両、機械器具など）の譲渡により生ずる所得

※特別控除額は50万円までです。

・短期…取得後5年以内の譲渡　　　・長期…取得後5年超の譲渡

※所得金額については、申告書裏面で計算してください。

シ・⑪

生命保険、学資保険又は養老保険の満期返戻金などの一時的な所得

※特別控除額は50万円までです。

※所得金額については、申告書裏面で計算してください。

事

業

卸売業、小売業、製造業、修理業、飲食業、サービス業、各種外交員、医師、弁護士など個人の事業から生ずる所得

（農業・不動産の事業から生ずる所得を除く。）

※収入や必要経費などの内容を収支内訳書に記入して、申告書と併せて提出してください。

農作物の生産、果樹栽培、家畜の育成、わらの加工品などから生ずる所得

※収入や必要経費などの内容を収支内訳書に記入して、申告書と併せて提出してください。

貸家、貸間、貸アパート、貸駐車場、貸地などから生ずる所得

※収入や必要経費などの内容を収支内訳書に記入して、申告書と併せて提出してください。

公社債や預貯金の利子及び公社債投資信託や貸付信託の収益の分配金などによる所得

※昭和63年4月1日以降の期間に対応の利子等は原則として源泉徴収による分離課税のため、申告は不要です。

　ただし、国外の預金の利子等は申告が必要です。

※公社債は、平成29年度分から特定公社債等と一般公社債等に区分され、いずれも住民税5％が源泉徴収されていま

す。特定公社債等は源泉徴収（申告不要）と申告分離課税を選択できます。一般公社債等は申告することができませ

ん。

株式や出資金に対する利益の配当、剰余金の分配金などによる所得

※配当割額の控除を受ける場合は、申告書裏面の記載欄へも所定の事項を記入してください。

不動産

公的年金（国民年金、厚生年金、各共済組合からの年金）、企業年金、恩給などの所得

公的年金等の所得金額は、下記の速算表から算出してください。

一時

※総合譲渡（長期）、一時

所得は、その合計の１／２
が課税対象となります。

互助年金、個人年金など公的年金等や業務に係るもののに当てはまらない雑所得

※申告書の裏面に収支の内訳を記入してください。

給料、賃金、賞与などの所得

日給又は所得税を徴収していない事業所に勤務している方は、給与の支払明細書を受けるか、申告書裏面の「◎日雇の

大工・左官などの方及び源泉徴収をしていない事業所や日給制の職場で働いている方の記入する欄」に月別の収入金額

及び給与の支払者等を記入してください。

給与の所得金額は、下記の速算表から算出してください。

雑

総合譲渡

利子

配当

給与

副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの

●給与等の収入金額の合計額が、850万円超で、

次の(1)～(4)のいずれかの要件を満たす場合は、

0円 左記の表で算出した給与所得金額から次の金額を控除します。

551,000円以上 1,619,000円未満 収入金額－550,000円 ※所得金額調整控除額＝(給与等の収入金額(上限1,000万円)－850万円)×0.1）

1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円 （1）特別障害者に該当する

1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円 （2）特別障害者である同一生計配偶者を有する

1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円 （3）特別障害者である扶養親族を有する

1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円 （4）22歳以下の扶養親族を有する

1,628,000円以上 1,800,000円未満 【収入金額÷4,000】×4,000×60%＋100,000円 

1,800,000円以上 3,600,000円未満 【収入金額÷4,000】×4,000×70%－80,000円 ●給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計の所得が10万円を超える場合、

3,600,000円以上 6,600,000円未満 【収入金額÷4,000】×4,000×80%－440,000円 左記の表で算出した給与所得金額から次の金額を控除します。

6,600,000円以上 8,500,000円未満 収入金額×90%－1,100,000円

収入金額－1,950,000円8,500,000円以上

給与等の収入金額の合計額
給与所得の金額

　（【収入金額÷4,000】は小数点以下切捨て）

551,000円未満

所得金額調整控除（上限10万円）＝（給与所得（上限10万円）＋公的年金等雑所
得（上限10万円））－10万円

1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

収入金額 － 1,100,000円 収入金額 － 1,000,000円 収入金額 － 900,000円

3,300,000円以上 4,100,000円未満 収入金額×75% －    275,000円 収入金額×75% －    １75,000円 収入金額×75% －    75,000円

4,100,000円以上 7,700,000円未満 収入金額×85% －    685,000円 収入金額×85% －    585,000円 収入金額×85% －    485,000円

7,700,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×95% － 1,455,000円 収入金額×95% － 1,355,000円 収入金額×95% － 1,255,000円

収入金額－ 1,955,000円 収入金額－ 1,855,000円 収入金額－ 1,755,000円

収入金額 － 600,000円 収入金額 － 500,000円 収入金額 － 400,000円

1,300,000円以上 4,100,000円未満 収入金額×75% －    275,000円 収入金額×75% －    １75,000円 収入金額×75% －    75,000円

4,100,000円以上 7,700,000円未満 収入金額×85% －    685,000円 収入金額×85% －    585,000円 収入金額×85% －    485,000円

7,700,000円以上 10,000,000円未満 収入金額×95% － 1,455,000円 収入金額×95% － 1,355,000円 収入金額×95% － 1,255,000円

収入金額－ 1,955,000円 収入金額 － 1,855,000円 収入金額－ 1,755,000円

10,000,000円以上

65歳以上
昭和31年
1月1日

以前に生ま
れた方

3,300,000円未満

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
公的年金等の収入金額

受給者
の年齢

10,000,000円以上

65歳未満
昭和31年
1月2日

以後に生ま
れた方

1,300,000円未満
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 所得控除の種類 
 所得控除の内容については、下記をご覧の上、ご記入ください。 

 

⑬ 社会保険料控除

（控除額）支払額全額

※あなた以外の口座から引き落としされ

た保険料や、あなた以外の年金から特別

徴収（差し引き）された保険料は含める

ことができません。

⑭
小規模企業共済等

掛金控除
（控除額）支払額全額

年間の支払保険料 控除額

12,000円以下 支払保険料全額

12,000円超32,000円以下 支払保険料×１／２＋6,000円

32,000円超56,000円以下 支払保険料×１／４＋14,000円

56,000円超 一律28,000円

15,000円以下 支払保険料全額

15,000円超40,000円以下 支払保険料×１／２＋7,500円

40,000円超70,000円以下 支払保険料×１／４＋17,500円

70,000円超 一律35,000円

保険料支払額 控除額

50,000円以下 支払保険料×１／２

50,000円超 一律25,000円

5,000円以下 支払保険料全額

5,000円超15,000円以下 支払保険料×１／２＋2,500円

15,000円超 一律10,000円

寡婦控除
（控除額）

26万円

ひとり親控除 30万円

勤労学生控除 26万円

①

障

害

者

（控除額）
26万円

②

特

別

障

害

者

30万円
（同居の特別障害者は

53万円 ）

配偶者控除

同一生計配偶者

（控除対象配偶者

を除く。）

⑱

⑯

⑰

⑲

・身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている方

・障害者更生相談所などの判定により知的障害とされた方

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

・福祉事務所長に障害者として認定された方　　など

障害者のうち、身体や精神に重度の障害のある方で、

・身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が１級又は２級である方

・障害者更生相談所などの判定により重度の知的障害者と判定された方

・精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が１級の方

・福祉事務所長に特別障害者として認定された方　　など

控除を受けることはできませんが、市民税・県民税の算定には必要な項目ですので、あなたの前年の合計所得金額が1,000万円超で、あなたと生計を一にする

配偶者（配偶者が事業専従者又は他の者の扶養親族の場合を除く。）の前年の合計所得金額が48万円以下であれば、申告書に必ず記入してください。

あなたの前年の合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合

※配偶者が事業専従者又は他の者の扶養親族の場合を除く。

　配偶者特別控除の場合は、申告書の「配偶者の合計所得」欄に所得を記入してください。

※配偶者に所得がある場合は、その所得が分かるものをご持参ください。

配偶者特別控除

あなたの前年の合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にす

る配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下（所得が給与のみの場合は、

収入が103万円以下）

※配偶者が事業専従者又は他の者の扶養親族の場合を除く。

※配偶者に所得がある場合は、その所得が分かるものをご持参くださ

い。ただし、申告書に所得の記入は不要です。

あなたやあなたの扶養親族（同一生計配偶者を含む。）が障害者である場合。なお、あなたの扶養親族（同一生計配偶者を含む。）が特別障害者の場合で、あ

なたやあなたと生計を一にする親族（配偶者を含む。）と同居を常としている場合は、控除額に23万円を加算することができます。

※証明する手帳等をご持参いただくか、郵送の際にコピーを添付してください。

①夫と離婚し再婚していない方で、扶養親族があり、前年の合計所得金額が500万円以下の場合

②夫と死別し再婚していない方や夫の生死が明らかでない方で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合

※①②とも事実婚と同様(住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」等)と認められる方やひとり親である寡婦の方は除く。

※保険会社等からの地震保険料控除証明

書、損害保険料控除証明書（長期損害保

険のみ）が必要です。

地震保険料控除

地震保険料、旧長期損害保険料を、あなたが前年中に支払った場合、地震保険料、旧長期損害保険料について、それぞれ下記の算式により計算した控除額の合

計額（最高25,000円）が控除額となります。ただし、同一契約の中にＡとＢがある場合は、どちらか片方の適用となります。

障害者控除

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子（前年の総所得金額等が48万円以下で、他の者の扶養親族でない子に

限る。）がある単身者（配偶者の生死が明らかでない方を含む。）で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合

※事実婚と同様(住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」等)と認められる方は除く。

あなたが学生又は生徒で、前年の合計所得金額が75万円以下（所得が給与のみの場合は、収入が130万円以下）の

場合。ただし、給与所得以外の所得が10万円以下の場合に限ります。

※対象となる学校等に在学していることが分かるもの（学生証等）が必要です。

あなたやあなたと生計を一にする親族（配偶者を含む。）が負担すべき社会保険料（国民健康保険料、介護保険料、

国民年金保険料、厚生年金保険料、後期高齢者医療の保険料等）を、あなたが前年中に支払った場合。

※国民健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療の保険料などの支払金額が分かるもの（証 明書 や領

収印が押してある納付書等）が必要です。

小規模企業共済制度に基づき支払った第一種共済契約の掛金、心身障害者扶養共済の掛金及び個人型確定拠出年金の

掛金などを、あなたが前年中に支払った場合。

※掛金等を支払ったことが分かる領収書等が必要です。

⑮ 生命保険料控除

【新契約】

平成24年1月1日以降に

契約した一般生命保険料、

個人年金保険料及び

介護医療保険料

【旧契約】

平成23年12月31日までに

契約した一般生命保険料、

個人年金保険料

あなたやあなたと生計を一にする親族（配偶者を含む。）を受取人とする一般生命保険料契約等の保険料や介護医療保険契約、個人年金保険契約に基づく保険

料を、あなたが前年中に支払った場合、一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ下記の算式により計算した控除額の合計額

（最高70,000円）が控除額となります。※保険会社等からの生命保険料（個人年金）控除証明書が必要です。

Ｂ　長期損害保険契約等

（平成18年12月31日までに締結

し、契約変更していない満期返戻

金のある10年以上の契約）

Ａ　地震保険契約

一般生命保険料又は個人年金保険料について

は、新契約と旧契約の双方について控除の適用

を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ左記の

算式により計算した控除額の合計額（最高

28,000円）となります。

保険料の金額欄にはそれぞれの前年中の支払金

額を記入してください。

※新生命保険料及び旧生命保険料の両方を支

払っている場合で、旧生命保険料について計算

した控除額が、新旧両方の生命保険料について

計算した控除額よりも有利になっている場合に

は、旧生命保険料のみについて適用を受けるこ

とにより、35,000円を限度に生命保険料控除

を受けることができます。個人年金についても

同様です。

900万円超 950万円超

950万円以下 1000万円以下

一般 下記以外の方 33万円 22万円 11万円

老人
70歳以上の方

（昭和26年1月1日以前生まれ）
38万円 26万円 13万円

900万円以下

納税者本人の所得金額
配偶者の年齢

900万円超 950万円超 900万円超 950万円超

950万円以下 1,000万円以下 950万円以下 1,000万円以下

配偶者の所得 配偶者の所得

48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円 115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円

95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円 120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円

100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円

105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 133万円超  0万円

納税者本人の所得金額 900万円以下

控除額

納税者本人の所得金額 900万円以下

控除額
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給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税の納税方法 
給与や公的年金等に係る所得と、それ以外の所得がある方については、給与や公的年金等に係る所得以外の所得に対する市民税・県

民税を、給与から差し引かれるようにする（特別徴収）か、自分で納付する（普通徴収）か、選択できます（令和 3 年 4 月 1 日におい

て 65 歳未満の方は、給与所得以外の所得に対する市民税・県民税の納税方法の選択が可能）。 

希望する方法の□に レ印 を付けてください（どちらにも印がない場合は、特別徴収になります。）。 

上場株式等の配当所得等又は譲渡所得等の申告不要制度の選択（裏面） 

上場株式等の配当所得等又は譲渡所得等がある方で、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、該当の枠内に○を記入してくださ

い。この場合、令和 3 年度の市民税・県民税納税通知書が送達されるときまでに、申告書の提出が必要です。 

申告不要制度の選択をした場合の繰越控除の適用及び譲渡損失の翌年度繰越 

上記の申告不要制度を選択した場合、繰越控除の適用や譲渡損失額の翌年度繰越をするためには、納税通知書が送達されるときまで

に、市民税・県民税申告書の付表（上場株式等の譲渡損失明細書又は上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書）の提出が必要です。 

寄附金税額控除に関する事項（裏面） 

前年中に下記の団体に対して行った寄附の合計額が 2,000 円を超える場合に記入してください。 

① 都道府県・市町村・特別区（ふるさと納税対象分）   

② 岡山県共同募金会、日本赤十字社岡山県支部及び都道府県・市町村・特別区（ふるさと納税対象外分） 

③ 岡山県又は岡山市が条例により指定した団体 

※市民税・県民税で寄附金控除となると認められた寄附金の領収書が必要です。 

※申告をした場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用がなかったものとみなされますので、必ず申告書に必要事項を記入し

てください（ワンストップ特例制度を申請していても、申告書に記載がない場合は、寄附金税額控除が適用されません。）。 

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項（裏面） 
上場株式等の配当等で支払時において市民税・県民税が特別徴収された配当所得又は源泉徴収口座における株式等譲渡所得割額があ

る場合で、それらの所得を含めて申告し、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、各欄に配当割額及び株式

等譲渡所得割額を記入してください。 

事業専従者に関する事項（裏面） 
あなたと生計を一にする配偶者やその他 15 歳以上の親族で、あなたの事業に原則として令和 2 年中に 6 か月を超える期間もっぱら

従事した者を、事業専従者として控除の対象にできます。該当する場合は、その方の氏名、個人番号、続柄、専従者控除額等を記入し

てください。白色申告の場合は、その事業専従者 1 人につき、次のアかイのいずれか少ない方の金額を記入してください。 

ア 500,000 円（配偶者の場合は 860,000 円） 

イ （事業専従者控除額を差し引く前の所得金額）÷【事業専従者の数＋1】 

※なお、事業専従者として申告した親族を同一生計配偶者（控除対象配偶者を含む。）、配偶者特別控除及び扶養控除の対象とすること

はできません。 

㉑ 基礎控除

㉒ ⑬から㉑までの計

㉓ 雑損控除

【差引損失額－総所得金額等の10％】と

【差引損失額のうち災害関連支出の金額

－5万円】のいずれか多い方

医療費控除

支払った医療費（A）－ 保険金などで補

てんされる金額（B）－ 所得の5％と10

万円の少ない方の金額（C）

※最高200万円

（右のどちらかを

　選択して控除を

　受けることがで

　きます。）
特定一般用医薬品等購入金額（A）－ 保

険金などで補てんされる金額（B）－ １

万２千円（Ｃ）

※最高8万8千円

㉔

⑳

合計所得金額が2,500万円超の方は、

基礎控除の適用がありません。

あなたやあなたと生計を一にする親族（配偶者を含む。前年の総所得金額等が４８万円以下の方）が前年中に災害や

盗難、横領などにより損失を受けた場合

※災害時による損失や補てんの額が分かる証明書等が必要です。

■医療費控除

あなたやあなたと生計を一にする親族（配偶者を含む。）のために、前年中にあなたが支払った医療費がある場合

※領収書の添付は不要ですが、明細書の作成・添付が必要です。

　ただし、領収書、レシート等は、5年間保存しておく必要があります。

■医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）

あなたが健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、前年中に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診

査又はがん検診を行った場合で、あなたやあなたと生計を一にする親族（配偶者を含む。）のために、前年中に特定

一般用医薬品等の購入で支払った金額がある場合

※領収書の添付は不要ですが、明細書の作成・添付が必要です。

　ただし、領収書、レシート等は、5年間保存しておく必要があります。

※こちらの控除を受ける場合は、申告書右「㉔医療費控除」欄の「区分」の□に「１」を記入してください。

⑬欄から㉑欄を合計し、記入します。

あなたと生計を一にする配偶者以外の親族のうち、前年の合計所得金額が

48万円以下（所得が給与のみの場合は、収入が103万円以下）の場合

※その方が事業専従者又は他の者の扶養親族の場合を除く。

※対象の方に所得がある場合は、その所得が分かるものをご持参くだ

さい。扶養控除

○平成24年度から16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除は廃止され

ましたが、市民税・県民税の算定には必要な項目ですので、年少扶養の対

象となる方がおられる場合、申告書に必ず記入してください。

区分 該当者 控除額

一般
16歳以上（平成17年1月1日以前生まれ）で

下記以外の方
33万円

特定扶養
19歳～22歳の方

（平成10年1月2日～平成14年1月1日生まれ）
45万円

老人扶養
70歳以上の方

（昭和26年1月1日以前生まれ）
38万円

同居老親等
老人扶養のうち、あなたやあなたの配偶者の
（祖）父母等で同居を常としている方

45万円

合計所得金額 2,400 万円以下 2,400万円超2,450万円以下 2,450万円超2,500万円以下

控除額 43万円 29万円 15万円
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令和 3 年度 市民税・県民税申告の記載例（表面） 

 

 

 

 

 

     

番号・身元 確認 個C ・ 通C ・ 住 ・ 免 ・ 保 ・ 在 ・ 障 ・(　　　　　 )

　（　　　　）　　　　　－
令和 　 年　  月　  日

氏　　名
個人番号提　　出

円

岡山市長あて フリガナ
電　話

　自宅・勤務先・携帯

営 業 等

整 理 番 号

所

　
得

　
か

　

ら
　

差
　

し

　
引

　
か

　

れ
　

る
　

金

　
額

事

業

任意継続・国民年金等

令 和　３　年 度　市   民   税 ・ 県   民   税   申   告   書
令和  ３  年

1月1日の住所
生年月日 　明 大 昭 平 令　　　年　　　月　　　日

世帯主
の氏名

世帯主

との続柄現　住　所 同上

ア

⑬
社会保険料
控　　　除

源泉徴収票記載の社会保険料
円

上記

以外

介護・国保・後期高齢
円

不　動　産 ウ

収
　

入

　
金

　
額

　

等

雑

総

合

譲

渡

農 業 イ

円

業　　　務 ク

給　　　与 カ

配　　　当

利　　　子 エ

オ

公的年金等 キ
旧長期損害保険

円

□ ひとり親控除
□

□

ひとり親 父

ひとり親 母

そ　の　他 ケ

長　　　期

一　　　時

サ

短　　　期 コ

①

シ

円

②

④

③

⑨

⑤

⑦

⑥

(ｶﾅ) 平成

令和
・　　・

所

　
得

　
金

　

額
　

等

事
業・　　・

明 大

昭 平

・　　・

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄
控除額

万円

円

利　　　子

不　動　産

配　　　当

農 業

給　　　与

営 業 等

⑳

扶
　

養
　

控

　
除

氏

名

(ｶﾅ) 明 大

昭 平

平成

令和
・　　・

氏

名

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄
控除額

⑩

(ｶﾅ) 明 大

昭 平
・　　・

⑧
雑

公的年金等

業　　　務

そ　の　他

雑 所 得 計

⑪総合譲渡・一時

社会保険料控除

⑫

円
⑬

合　　　計

⑭

⑯

⑮

0

00

0 00

0 0障 害 者 控 除 ⑱

0
寡 婦 ・ ひ と り 親・

勤 労 学 生 控 除 ⑰

地震保険料控除

0

基 礎 控 除 ㉑

⑳ 0

0 0

扶 養 控 除

）

⑰

寡 婦 控 除・

ひとり親控除

　 給与・公的年金等に係る所得以外（令和３年４月１日において６５歳未満

　 の方は給与所得以外）の所得に係る市民税･県民税の納税方法

□ 給与から差し引かれることを希望する

16

氏

名

(ｶﾅ)

生死不明

未帰還

□

□

□　同居

□　別居

 □　障害者

 □　特別障害者

□　同居

□　別居

 □　障害者

 □　特別障害者

⑲

配 偶 者

控 除 ・
氏

名

(ｶﾅ)

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄

円 旧 個人年金保険料の金額 円

介護医療保険料の金額 円

⑭
小規模企業共済等

掛　 金　 控　 除

支払った小規模企業共済掛金(旧第２種は除く)、心身障害者扶養共済
の掛金及び個人型確定拠出年金の掛金等の合計額

⑮ 生命保険料控除

新 生命保険料の金額 円 旧 生命保険料の金額 円

新 個人年金保険料の金額

◎上記に書ききれない扶養親族、及び事業専従者に関する事項は、裏面にご記入ください。

㉒

雑 損 控 除

所

得

か

ら

差

し

引

か

れ

る

金

額

小規模企業共済等

掛 金 控 除

生命保険料控除

□ 自分で納付することを希望する

円 円 円

配 偶 者 控 除 ・

配 偶 者 特 別 控 除

市 県 民 税 の
納 税 方 法

⑯ 地震保険料控除
地震保険料の金額

円

□ 寡婦控除
死別

離別

□

□

氏

名

(ｶﾅ)
⑱

障害者

控除

氏

名

(ｶﾅ)

勤 労 学 生 控 除 （ 学校名

同一生計

配 偶 者 □ 同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）

配偶者特

別控除・ 個人番号
配偶者の

合計所得

㉓ 雑 損 控 除 控除額は裏面で求めてください。

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄

万円

氏

名

(ｶﾅ)
平成

令和
・　　・

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄

別居の控除対象配偶者

・扶養親族の住所氏名

歳
未

満
の

扶

養
親

族

（

控

除
対

象

外
）

氏

名

扶養控除

額の合計

万円

㉔

ど

ち

ら

か

を

選

択

医療費控除

A 支払った医療費

医療費控除の特例

(セルフメディケー

ション税制）

A 医薬品等購入金額 B

B

定額（1万2千円）

円 円

12,000
円

保 険 金 な ど で

補 て ん さ れ る 金 額
C

保 険 金 な ど で

補 て ん さ れ る 金 額
C

所得の5％と10万円の

少ない方の金額 ⑲

㉓

⑬から㉑までの計

医療費控除
区

分 ㉔

0 0

0 0

0 0 0

合　　　　計
(㉒＋㉓＋㉔）

㉕

申告書の書き方

岡山 太郎

岡山 太郎 本人

岡山市北区大供一丁目２番３号

オカヤマ タロウ

24 １ １

086 803 1000

２８０，０００ ３０，０００ ９４，９１４

５６，０００

１１９，８００

１８２，４６０

９２，３１８

２４，０００ ３５，０００

岡山 花子 27 3 3

岡山 桃子 9 1 1

母 ４５

岡山 一郎 18 1 1

孫

４５

✔

✔

２ ５ ３ ６ ２ ８ １

１ ０ ５ ２ ０ ０ ０

４ ０ ２ ０ ０ ０

１ ４ ３ ６ ２ ８ １

１ ８ ９ ８ ２ ８ １

１ ５ ５ ０ ８ ６

１ ７ ５ ８ ０ ０

７ ０ ０ ０ ０

２ ２ ０ ０ ０

３ ３

４ ５

１ ６ ３ ２ ８ ８ ６

岡
山

１ ４ ９ ６ ２ ８ １

１ １ １ １ ２ ２ ２ ２ ３ ３ ３ ３

オカヤマ ハナコ

オカヤマ モモコ

オカヤマ イチロウ

７ ７ ７ ７ ８ ８ ８ ８ ９ ９ ９ ９

４ ４ ４ ４ ５ ５ ５ ５ ６ ６ ６ ６

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２

個人番号（マイナンバー）
を正しく記入してください。

記載する扶養親族（配偶者を含む。）及び事業専従者（裏面）
について、氏名・フリガナ・生年月日・個人番号（マイナン
バー）を正しく記入してください。

３
ペ
ー
ジ
～
4
ペ
ー
ジ
参
照

３
ペ
ー
ジ
～
４
ぺ
ー
ジ
参
照

２
ペ
ー
ジ
参
照

受付印

印

※裏面にも記載する欄がありますから注意してください。

受付印

印

※裏面にも記載する欄がありますから注意してください。

６ ０ ０ ０ ０ ０

６ ０ ０ ０ ０

１ ４ ７ ７ ８ ０ ０

４ ３
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令和 3 年度 市民税・県民税申告の記載例（裏面） 

 

 

 

ア 円

イ 円

ウ 円

所得金額調整控除の対象

（扶養控除対象外）
□

特別障害者に該当

（障害者控除対象外）

勤務先名 電話番号
 8　その他

 3　学生　　（学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 税理士

 記入欄
署名押印                         　　　　      ㊞

電話番号（　　　）　　　－

税理士法第30条の書面提出有　  □ 4　病気療養中（入院・通院）　　　　　　

（申告対象年中に所得のなかった人など次の事項に該当する人や特記事項がある場合は数字を○で囲み必要事項を記入してください。）

 1　以下の人から扶養または援助を受けていた。
 5　遺族年金・障害年金・雇用保険・恩給等で生活していた。　　　　　　

住所

 6　預貯金等で生活していた。
氏名 （続柄　　　　　）

 7　生活保護法による扶助を受けていた。 　　年　　　月 ～　　　年　　　月 2　勤務先から給与支払報告書を提出済みです。

前年中の

開廃業

開始　・　廃止

所得税における青色申告承認の有無 有　 ・ 　無
専従者給与（控除）

の合計額

円

月　　　日　　

□　他都道府県の事務所等

◎通信欄

円

個人番号
従事

月数

月 専従者給与

（控除）額

円 損益通算の特例適用

前の不動産所得

円

事業用資産

の譲渡損失

など

資産の種類

損失額、被災損失額（白） 円

個人番号
従事

月数

月 専従者給与

（控除）額

円

氏

名

(ｶﾅ) 明 大

昭 平
・　 ・

続

柄

◎事業専従者に関する事項 ◎事業税に関する事項
氏

名

(ｶﾅ) 明 大

昭 平
・　 ・

続

柄

非課税所得

など

所得金額

住

所

条例

指定分

岡山県指定分 円

※別居の場合は、その方の住所もご記入ください。

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄
控除額

万円

□　同居

□　別居

続

柄
控除額

万円

氏

名

(ｶﾅ)  大 昭

 平 令
・　 ・

□

氏

名

(ｶﾅ)  大 昭

 平 令
・　 ・

個人番号

住

所

◎扶養控除追加記入欄・所得金額調整控除に関する事項

□
所得金額調整控除の対象

（扶養控除対象外）
□

特別障害者に該当

（障害者控除対象外）

と
差 引 損 失 額 （① －② ）の

－ ５万円

◎寄附金税額控除に関する事項 ◎配当割額又は株式等譲渡所得割額の
　 控除に関する事項

寄附金額

区　　　分 金　　　額 寄　附　先
都道府県、市区町村分（特例控除対象） 円

特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得に含

め、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合

は、下欄に配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入してください。

配 当 割 額 控 除 額 円

岡山市指定分 円 株 式 等譲 渡所 得割 額控 除額 円

岡山県共同募金会、日赤支部分、都道府

県、市区町村分(特例控除対象以外)

円

◎雑損控除の求め方
損 害 の 原 因 損 害 年 月 日 損害を受けた資産の種類など ①　損害金額 ②

㉓

表面の㉓へ記入する

雑損控除額
・　 ・ 円 円

円

控除額は、
とのいずれか

多い方の金額
①－② の 10% の 金 額 う ち 災 害 関 連支 出の 金額

円 円

差 引 金 額 表 面⑫ 所得 合計

11 円 賞与等 円

3 円 6 円 9 円

2 円 5 円 8 円

12 円 収入合計 円

◎日雇の大工・左官などの方及び源泉徴収をしていない事業所や日給制の職場で働いている方の記入する欄
月 収 入 金 額 月 収 入 金 額 月 収 入 金 額 月 収 入 金 額 給与の

支払者1 円 4 円 7 円 10 円

円 円

所得税で申告分離課税を選択した上場株式等の譲渡所得等

について、申告不要制度を選択する場合は○

所得税で総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等の配当

所得等について、申告不要制度を選択する場合は○

円 円 円 円

所得金額 繰越控除額

円 円 円 円 円 円

種　目 所得の生ずる場所 収入金額 必要経費 差引金額 特別控除額

所得の種類

（該当所得に○印を）

短期譲渡所得 長期譲渡所得 株式等の譲渡所得等 上場株式

等の配当

円 円 円 円

一　時 円 円 円 円

先 物 山 林
一般分 軽減分 一 般 特 定 軽課 一般 上 場

総合譲渡／一時
※表面の⑪に記入する所得金額

ア＋（イ＋ウ）×1/2
総合譲渡

短期 円 円 円 円

長期

◎分離課税の所得内訳

◎総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項
区　分 収入金額 必要経費 差引金額 特別控除額

円

所得金額

円

⑪

円

円 円 円

◎雑所得（公的年金等以外）に関する事項
雑所得の種類 所得の生ずる場所又は支払者の名称・氏名 収入金額 必要経費等 差引金額

保 険 金 な ど で
補てん され る金額

申告書の書き方（裏面）

６００，０００ ５４０，０００

１ ０ ０ ０ ０ 岡山県

４，０００

５ ０ ０ ０ 日赤岡山県支部

６０，０００

８０，０００岡山証券配当 ８０，０００ ８０，０００ ８０，０００

所得税で申告したが、市⺠税・県⺠
税では申告不要を選択するものにつ
いては〇を記入してください。

個人年金 岡山生命

過年度の株式譲渡損失
等について、繰越控除
を適用する場合は、所
得金額を限度に繰越控
除額を記入してくださ
い。
※翌年度繰越額が所得
税と異なる場合は、繰
越控除明細書の提出が
必要です。

２
ペ
ー
ジ
参
照

４
ペ
ー
ジ
参
照

４
ペ
ー
ジ
参
照

所得税で申告し、市
⺠税・県⺠税でも申
告するものについて
は、何も記入しない
でください。

４
ペ
ー
ジ
参
照

代筆される場合は、
代筆者の氏名等をこ
の欄に記入してくだ
さい。
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申告の控が必要な場合は、コピーを取るか下記に記入してください。 

（申告書の裏面に記載がある場合は、裏面も記入してください）

 

     

雑

公的年金等

業　　　務

そ　の　他

雑 所 得 計

合　　　計

所

得

か

ら

差

し

引

か

れ

る

金

額

小規模企業共済等

掛 金 控 除

生命保険料控除

地震保険料控除

扶 養 控 除

市 県 民 税 の
納 税 方 法

　 給与・公的年金等に係る所得以外（令和３年４月１日において６５歳未満

　 の方は給与所得以外）の所得に係る市民税･県民税の納税方法

□ 給与から差し引かれることを希望する □ 自分で納付することを希望する

㉔医療費控除
区

分

合　　　　計
(㉒＋㉓＋㉔）

㉔

ど

ち

ら

か

を

選

択

医療費控除

A 支払った医療費 B
⑲

㉕

0 0 0 0

雑 損 控 除 ㉓

㉒

◎上記に書ききれない扶養親族、及び事業専従者に関する事項は、裏面にご記入ください。

⑬から㉑までの計

0

円 円 円

所得の5％と10万円の

少ない方の金額 配 偶 者 控 除 ・

配 偶 者 特 別 控 除

保 険 金 な ど で

補 て ん さ れ る 金 額
C

0

0 0 0 0

0 0⑳ 0

0

医療費控除の特例

(セルフメディケー

ション税制）

A 医薬品等購入金額 B
保 険 金 な ど で

補 て ん さ れ る 金 額
C 基 礎 控 除 ㉑

円 円

12,000
円

定額（1万2千円）

別居の控除対象配偶者

・扶養親族の住所氏名

扶養控除

額の合計

万円

寡 婦 ・ ひ と り 親・

勤 労 学 生 控 除
⑰ 0

㉓ 雑 損 控 除 控除額は裏面で求めてください。
障 害 者 控 除 ⑱ 0 0

0 0 0

⑯

⑮

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄
社会保険料控除 ⑬

円

所

　

得

　

金

　

額

　

等

事

業
農 業

歳

未

満

の

扶

養

親

族

（

控

除

対

象

外
）

総合譲渡・一時 ⑪

⑫
氏

名

(ｶﾅ) 平成

令和
・　　・

氏

名

(ｶﾅ)
平成

令和
・　　・ ⑭

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄

氏

名

(ｶﾅ) 平成

令和
・　　・

⑩

⑨

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄

⑦

⑧

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄
控除額

万円
⑥給　　　与

同一生計

配 偶 者 □ 同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。） 利　　　子 ④

扶

　

養

　

控

　

除

氏

名

(ｶﾅ) 明 大

昭 平
・　　・ 配　　　当 ⑤

配偶者特

別控除・ 個人番号
配偶者の

合計所得

円
不　動　産 ③

氏

名

(ｶﾅ) □　同居

□　別居

 □　障害者

 □　特別障害者 営 業 等 ①
円

氏

名

シ

・　　・ ②

⑱

⑲

配 偶 者

控 除 ・

障害者

控除

氏

名

(ｶﾅ) □　同居

□　別居

 □　障害者

 □　特別障害者

(ｶﾅ) 明 大

昭 平

(ｶﾅ) 明 大

昭 平
・　　・

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄
控除額

万円

氏

名

□ 寡婦控除
死別

離別

□

□

生死不明

未帰還

勤 労 学 生 控 除 （ 学校名 ）
サ

□

□

収

　

入

　

金

　

額

　

等

雑

総

合

譲

渡
長　　　期

一　　　時

給　　　与 カ

⑯

介護医療保険料の金額 円

円 円

そ　の　他 ケ

公的年金等 キ

業　　　務 ク

⑮ 生命保険料控除

新 生命保険料の金額 円 旧 生命保険料の金額 円

配　　　当 オ
新 個人年金保険料の金額 円

円

上記

以外

介護・国保・後期高齢
円

農 業 イ

任意継続・国民年金等 円
不　動　産 ウ

支払った小規模企業共済掛金(旧第２種は除く)、心身障害者扶養共済

の掛金及び個人型確定拠出年金の掛金等の合計額 利　　　子

整 理 番 号

所

　

得

　

か

　

ら

　

差

　

し

　

引

　

か

　

れ

　

る

　

金

　

額

⑬
社会保険料

控　　　除

源泉徴収票記載の社会保険料
円

事

業

営 業 等 ア

円

⑭
小規模企業共済等

掛　 金　 控　 除 エ

⑰

寡 婦 控 除・

ひとり親控除
短　　　期 コ

旧 個人年金保険料の金額

地震保険料控除
地震保険料の金額 旧長期損害保険

16

⑳

□ ひとり親控除
□

□

ひとり親 父

ひとり親 母

令 和　３　年 度　市   民   税 ・ 県   民   税   申   告   書

令和  ３  年

1月1日の住所
生年月日 　明 大 昭 平 令　　　年　　　月　　　日

世帯主

の氏名

世帯主

との続柄現　住　所 同上

岡山市長あて フリガナ
電　話

　自宅・勤務先・携帯

　（　　　　）　　　　　－
令和 　 年　  月　  日

氏　　名
個人番号提　　出

番号・身元 確認 個C ・ 通C ・ 住 ・ 免 ・ 保 ・ 在 ・ 障 ・(　　　　　 )

受付印

印

※裏面にも記載する欄がありますから注意してください。

7906

控
控には個人番号（マイナンバー）の記入は不要です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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ア 円

イ 円

ウ 円

円

円 円 円

◎雑所得（公的年金等以外）に関する事項
雑所得の種類 所得の生ずる場所又は支払者の名称・氏名 収入金額 必要経費等 差引金額

◎総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項
区　分 収入金額 必要経費 差引金額 特別控除額

円

所得金額

円

⑪

総合譲渡／一時
※表面の⑪に記入する所得金額

ア＋（イ＋ウ）×1/2
総合譲渡

短期 円 円 円 円

長期

◎分離課税の所得内訳
所得の種類

（該当所得に○印を）

短期譲渡所得 長期譲渡所得 株式等の譲渡所得等 上場株式

等の配当

円 円 円 円

一　時 円 円 円 円

先 物 山 林
一般分 軽減分 一 般 特 定 軽課 一般 上 場

所得金額 繰越控除額

円 円 円 円 円 円

種　目 所得の生ずる場所 収入金額 必要経費 差引金額 特別控除額

円 円

所得税で申告分離課税を選択した上場株式等の譲渡所得等

について、申告不要制度を選択する場合は○

所得税で総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等の配当

所得等について、申告不要制度を選択する場合は○

円 円 円 円

◎日雇の大工・左官などの方及び源泉徴収をしていない事業所や日給制の職場で働いている方の記入する欄
月 収 入 金 額 月 収 入 金 額 月 収 入 金 額 月 収 入 金 額 給与の

支払者1 円 4 円 7 円 10 円

11 円 賞与等 円

3 円 6 円 9 円

2 円 5 円 8 円

12 円 収入合計 円

◎雑損控除の求め方
損 害 の 原 因 損 害 年 月 日 損害を受けた資産の種類など ①　損害金額 ②

㉓

表面の㉓へ記入する

雑損控除額
・　 ・ 円 円

円

控除額は、
とのいずれか

多い方の金額
①－② の 10% の 金 額 う ち 災 害 関 連支 出の 金額

円 円

差 引 金 額 表 面⑫ 所得 合計

と
差 引 損 失 額 （① －② ）の

－ ５万円

◎寄附金税額控除に関する事項 ◎配当割額又は株式等譲渡所得割額の
　 控除に関する事項

寄附金額

区　　　分 金　　　額 寄　附　先
都道府県、市区町村分（特例控除対象） 円

特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得に含

め、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合

は、下欄に配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入してください。

配 当 割 額 控 除 額 円

岡山市指定分 円 株 式 等譲 渡所 得割 額控 除額 円

岡山県共同募金会、日赤支部分、都道府

県、市区町村分(特例控除対象以外)

円

条例

指定分

岡山県指定分 円

※別居の場合は、その方の住所もご記入ください。

氏

名

(ｶﾅ)  大 昭

 平 令
・　 ・

◎扶養控除追加記入欄・所得金額調整控除に関する事項

開始　・　廃止

所得税における青色申告承認の有無 有　 ・ 　無
専従者給与（控除）

の合計額

円

個人番号

住

所

□
所得金額調整控除の対象

（扶養控除対象外）
□

特別障害者に該当

（障害者控除対象外）

個人番号
□　同居

□　別居

続

柄
控除額

万円

□　同居

□　別居

続

柄
控除額

万円

氏

名

□
所得金額調整控除の対象

（扶養控除対象外）
□

特別障害者に該当

（障害者控除対象外）

◎事業専従者に関する事項 ◎事業税に関する事項
氏

名

(ｶﾅ) 明 大

昭 平
・　 ・

続

柄

非課税所得

など

所得金額 円

(ｶﾅ)  大 昭

 平 令
・　 ・

住

所

個人番号
従事

月数

月 専従者給与

（控除）額

円 損益通算の特例適用

前の不動産所得

円

事業用資産

の譲渡損失

など

資産の種類

損失額、被災損失額（白） 円

個人番号
従事

月数

月 専従者給与

（控除）額

円

氏

名

(ｶﾅ) 明 大

昭 平
・　 ・

続

柄

前年中の

開廃業 月　　　日　　

□　他都道府県の事務所等

◎通信欄

勤務先名 電話番号
 8　その他

 3　学生　　（学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 税理士

 記入欄
署名押印                         　　　　      ㊞

電話番号（　　　）　　　－

税理士法第30条の書面提出有　  □ 4　病気療養中（入院・通院）　　　　　　

（申告対象年中に所得のなかった人など次の事項に該当する人や特記事項がある場合は数字を○で囲み必要事項を記入してください。）

 1　以下の人から扶養または援助を受けていた。
 5　遺族年金・障害年金・雇用保険・恩給等で生活していた。　　　　　　

住所

 6　預貯金等で生活していた。
氏名 （続柄　　　　　）

 7　生活保護法による扶助を受けていた。 　　年　　　月 ～　　　年　　　月 2　勤務先から給与支払報告書を提出済みです。

保 険 金 な ど で
補てん され る金額

控

＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊ ＊ ＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊


